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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）緑茶水抽出液または緑茶の乾留液、（ｂ）酸成分、（ｃ）シリコーン成分の３成分
を含有してなるリンスオフタイプの毛髪化粧料組成物であって、
　前記（ａ）緑茶水抽出液または緑茶の乾留液の配合量が該毛髪化粧料組成物全量の０．
０００１～０．１質量％であり、
　前記（ｂ）酸成分の配合量が該毛髪化粧料組成物全量の０．１～５質量％であり、
　前記（ｃ）シリコーン成分が、下記式（１）
【化１】

　　［式（１）中、ｎは１０００以上の整数を表す。］
で表されるシリコーン類であり、該（ｃ）シリコーン成分の配合量が該毛髪化粧料組成物
全量の０．３～５質量％であることを特徴とするリンスオフタイプの毛髪化粧料組成物。
【請求項２】
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　前記（ｂ）酸成分が有機酸およびその塩から選ばれる少なくとも一種であることを特徴
とする請求項１に記載のリンスオフタイプの毛髪化粧料組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防臭効果を有する毛髪化粧料組成物に関し、より詳しくは、すすぎ流す（リ
ンスオフ）タイプの毛髪化粧料組成物であって、すすぎ流した後でも良好な防臭効果が持
続する特徴を有する毛髪化粧料組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、清潔意識の高まりにより、体臭や汗臭などの防臭、消臭に対するニーズが高まっ
ている。体臭や汗臭としては、腋臭や足臭があるが、それに加えて、頭皮頭髪臭が汗をか
いた後やケガや病気等で頻繁に入浴できない時などでは気になる臭気として挙げられる。
腋臭や足臭に対しては、制汗剤や消臭スプレー等の洗い流さない（リーブオン）タイプの
製品が広く使用されているが、頭皮頭髪臭の場合は、消臭や防臭のためのリーブオンタイ
プの製品は一般的でなく、シャンプーやリンス等のリンスオフタイプの毛髪化粧料が頭皮
頭髪臭の除去に用いられている。しかしながら、梅雨や夏など汗のかきやすい時期には、
夕方頃には頭皮や頭髪からのわずかな汗臭が気になるし、ケガや病気で頻繁に洗髪できな
いときなどは、洗髪から数日経過した後の頭皮頭髪臭が気になることがある。そのため、
洗髪時の臭い除去効果に加えて、防臭効果の持続が求められていた。
【０００３】
　従来、体臭や汗臭を感じにくくする方法としては、香料によってマスキングする技術が
あるが、近年の化粧料に対しては、香りを抑えた微香性、あるいは無香性が好まれる傾向
にある。そのため、かかる近年の化粧料では、香料によるマスキングによる効果を得るこ
とができていない。
【０００４】
　これに対して、香りが強くなく、体臭を消臭する効果のあるものとして、茶の成分の活
用が提案されている。例えば、ウーロン茶の抽出物を含む化粧品（特許文献１）、緑茶乾
留エキスを含む入浴剤（特許文献２）、甜茶抽出物を含む化粧料（特許文献３）、緑茶、
紅茶、ウーロン茶およびマテ茶等の茶抽出物を含むベビーパウダー（特許文献４）、藤茶
の抽出物を含む消臭剤（特許文献５）が提案されている。
【０００５】
【特許文献１】特開昭６１－１３７８０９号公報
【特許文献２】特開平０３－１５７３２５号公報
【特許文献３】特開平０５－２６９１８７号公報
【特許文献４】特開平０８－１２７５１５号公報
【特許文献５】特開２００２－１５９５６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来の各種製品において、有効成分として用いられている茶の成分は、使用時には
高い消臭効果を有するものの、水溶性の成分を多く含むため、すすぎ流す（リンスオフ）
と、容易に除去されてしまう。そのため、茶成分を含有する従来の化粧料の用途としては
、リーブオンタイプの化粧料か、または、リンスオフタイプの化粧料でも洗い流すことに
よって体臭除去を目的としたものだけであった。すなわち、茶の成分を含むリンスオフタ
イプの毛髪化粧料を考えた場合、従来公知の組成では、防臭効果を持続させることができ
ないという問題点があった。
【０００７】
　本発明は、上記従来の事情に鑑みなされたもので、その課題は、消臭効果を有する茶葉
成分を用いたリンスオフタイプの毛髪化粧料組成物であって、すすぎ流し後においても茶
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葉成分の防臭効果が持続する毛髪化粧料組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、本発明者らは、鋭意、実験、検討を重ねたところ、（ａ）
茶葉成分と、（ｂ）酸成分と、（ｃ）シリコーン成分とを同時に含有させることによって
、すすぎ流し後においても茶葉成分の防臭効果が持続する毛髪化粧料組成物を得ることが
できることを見出すに至った。
【０００９】
　前記（ｂ）酸成分としては、有機酸およびその塩から選ばれる少なくとも一種が好適で
あり、前記（ｃ）シリコーン成分としては、下記式（１）または（２）で表されるシリコ
ーン類の少なくとも一つが、好適である。
【００１０】
【化１】

　　［式（１）中、ｎは１０００以上の整数を表す。］
【００１１】

【化２】

　　［式（２）中、Ｒ1は、同一であっても異なっていてもよく、ヒドロキシル基または
炭素数１～２８のアルキル基であり、Ｒ2は、同一であっても異なっていてもよく、ヒド
ロキシル基、メチル基、－（ＣＨ2）a－Ｏ－（Ｃ2Ｈ4Ｏ）b－（Ｃ3Ｈ6Ｏ）c－Ａ、Ｒ3Ｚ
のいずれかであり、ｍは１～２０００の整数、ｎは１～１０００の整数を表し、Ｒ1およ
びＲ2が同時にメチル基である場合を除く。前記－（ＣＨ2）a－Ｏ－（Ｃ2Ｈ4Ｏ）b－（Ｃ

3Ｈ6Ｏ）c－Ａにおいて、Ａは、水素原子または炭素数１～１２のアルキル基を示し、ａ
は１～５の数、ｂおよびｃは０～５０の数を示し、ｂ＋ｃ≧１である。また、前記Ｒ3Ｚ
において、Ｒ3は、炭素数が３～６である２価の炭化水素基を表し、Ｚは、－ＮＲ4（ＣＨ

2）dＮＲ5
2、および－ＮＲ4（ＣＨ2）dＮ

+Ｒ5
3Ｘ

-、および－ＮＲ4（ＣＨ2）dＮ
+Ｒ5

2Ｒ
6

の各群より選ばれる１価の基を表し、前記Ｒ4は水素原子または炭素数が１～４のアルキ
ル基を示し、前記Ｒ5は炭素数が１～４の炭化水素基を示し、前記Ｒ6はＲ7ＣＯＯＨ（こ
こで、Ｒ7は炭素数が１～６である２価の炭化水素基を表す）を示し、前記Ｘはハロゲン
原子、または炭素数１～４のアルキル硫酸を示し、ｄは２～６の整数を表す。］
【００１２】
　本発明は、かかる知見に基づいてなされたものである。すなわち、本発明にかかる毛髪
化粧料組成物は、（ａ）茶葉成分、（ｂ）酸成分、（ｃ）シリコーン成分を含有してなり
、前記（ｃ）シリコーン成分が、前記式（１）または（２）で表されるシリコーン類の少
なくとも一つであることを特徴とする。後述のように、本発明では、（ａ）成分としては
、緑茶水抽出液または緑茶の乾留液が好ましく、（ｃ）成分としては、前記式（１）で表
されるシリコーン類が好ましく、また、前記（ａ）成分の配合量が該毛髪化粧料組成物全
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量の０．０００１～０．１質量％であり、（ｂ）成分の配合量が該毛髪化粧料組成物全量
の０．１～５質量％であり、（ｃ）成分の配合量が該毛髪化粧料組成物全量の０．３～５
質量％であることが好ましい。
【００１３】
　前記構成の毛髪化粧料組成物において、前記（ｂ）酸成分が有機酸およびその塩から選
ばれる少なくとも一種であることが好ましい。
【００１４】
　本発明に毛髪化粧料組成物は、リンスオフタイプの用途に限定されるものではないが、
リンスオフタイプとして使用する場合において、特に有用である。リンスオフタイプの毛
髪化粧料組成物の具体的剤形としては、ヘアトリートメント剤、シャンプー剤、ヘアリン
ス剤が好適である。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、無香料もしくは微香性で、リンスオフ用途に使用した場合でも、防臭
効果の持続する毛髪化粧料組成物を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
（（ａ）茶葉成分）
　本発明で用いられる（ａ）成分の茶葉成分としては、消臭効果を有する茶の葉の成分を
含んでいるものであればよく、例えば、緑茶、ウーロン茶、紅茶の茶葉等が挙げられる。
これらの茶葉から含有成分を得る方法としては、水、エタノール、プロピレングリコール
、ブチレングルコール等の極性溶媒の１種または任意の混液を用いて常法により抽出する
方法（抽出法）や、茶葉を減圧条件下で加熱し、気化した成分を冷却によって得る方法（
乾留法）等を挙げることができる。さらに精製を行う場合においては、貧溶媒からの再結
晶、カラム分画、限外濾過等の方法を利用することができる。これらのうち、緑茶および
ウーロン茶の成分が好ましく、特に、緑茶の茶葉を水または熱水に浸漬して得た緑茶水抽
出液および緑茶の乾留液を用いることがより好ましい。
【００１７】
　本発明の毛髪化粧料組成物において、これら（ａ）茶葉成分の配合量は、組成物全量に
対し、０．００００１～１％、好ましくは０．０００１～０．１％の範囲で選ばれる。０
．００００１％未満では充分な防臭消臭効果が得られず、また、１％を超えると組成物の
着色が起こる可能性がある。
【００１８】
（（ｂ）酸成分）
　本発明で用いられる（ｂ）酸成分は、前述のように、有機酸およびその塩から選ばれる
少なくとも一種が好適であり、ここでいう有機酸とは、カルボキシル基、硫酸基、スルホ
基、リン酸基等のうち少なくとも一つを含み、水に溶解したとき酸性を示す有機化合物の
ことをいう。このうち、カルボキシル基を少なくとも一つ有する有機酸が好ましく、その
例としては、乳酸、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、グリコール酸、コハク酸、安息香酸等
が挙げられる。さらに、その塩としては、外用剤として使用可能なものであればよく、例
えば、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属塩、カルシウム、マグネシウム等のアルカ
リ土類金属塩、鉄、亜鉛等の遷移金属塩、アンモニウム塩、アミン塩等が挙げられる。こ
れらの中でも、炭素数２～６の有機酸が好ましく、さらに、クエン酸、リンゴ酸、グリコ
ール酸が特に好ましい。
【００１９】
　前記（ｂ）酸成分を前記（ａ）茶葉成分に併用することにより、一般的に不安定な茶葉
成分の重合等を抑えて毛髪中に浸透し易い状態を維持すると共に、毛髪への浸透および／
または吸着性を向上させ、その結果、茶葉成分がすすぎ時に洗い流されることが抑制され
ているものと考えられる。
【００２０】
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　本発明の毛髪化粧料組成物において、（ｂ）酸成分の配合量は、組成物全量に対し、０
．０１～２０％、好ましくは０．１～５％の範囲で選ばれる。０．０１％未満では、すす
ぎ流し後の充分な防臭効果が得られず、また、２０％を超えると、低温での析出が起こる
可能性がある。
【００２１】
　また、本発明の毛髪化粧料組成物は、（ｂ）酸成分を用いてｐＨ値を調整することがで
きる。リンスオフタイプの毛髪化粧料組成物の十分な洗浄性やコンディショニング性を得
るためには、組成物の２５℃におけるｐＨは、２～７が好ましく、３～６に調整すること
が特に好ましい。毛髪化粧料組成物中のｐＨは化粧品原料基準（第２版）の一般試験法に
定められた方法を用い、組成物中に直接ｐＨメーターの電極を差し込み、安定した後のｐ
Ｈを読むことで測定することができる。
【００２２】
（（ｃ）シリコーン成分）
　本発明で用いられる（ｃ）成分の前記一般式（１）で表わされるシリコーン類は、一般
に高重合メチルポリシロキサンと呼称されており、１種単独で、または２種以上を適宜組
み合わせて用いることができる。
【００２３】
　前記一般式（１）中、ｎは数平均重合度で、１，０００以上であり、好ましくは１，５
００以上である。数平均重合度が１，０００未満では、防臭効果の持続性という点で、十
分な効果が得られない。また、５，０００を超えると、ハンドリング性が悪くなる点から
、５，０００以下が好ましい。
【００２４】
　なお、数平均重合度（ｎ）は、ＧＰＣにより測定された数平均分子量から計算すること
ができる。ここで、数平均分子量とは、分子量Ｍｉの分子がＮｉ個存在する時、数平均分
子量ＭｎはＭｎ＝ΣＭｉＮｉ／ΣＮｉで与えられる平均分子量であり、測定法としては浸
透圧法、沸点上昇法、凝固点降下法やＧＰＣ（Ｇｅｌ　Ｐｅｒｍｅａｔｉｏｎ　Ｃｈｒｏ
ｍａｔｏｇｒａｐｈｙ）法等が挙げられる。ＧＰＣ法は、分子量分布を測定するが、分子
量をポリスチレン等の標準物質に換算する方法と、低角度光散乱法（ＬＡＬＬＳ：Ｌｏｗ
　Ａｎｇｌｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）や多角度光散乱法（Ｍ
ＡＬＬＳ：Ｍｕｌｔｉ　Ａｎｇｌｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）
により測定するＧＰＣ－ＬＡＬＬＳ法やＧＰＣ－ＭＡＬＬＳ法がある。なお、ＧＰＣは、
ＳＥＣ（Ｓｉｚｅ　Ｅｘｃｌｕｓｉｏｎ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ）とも呼ばれる
。
【００２５】
　また、本発明で用いられる（ｃ）成分の前記一般式（２）で表わされるシリコーン類と
しては、ジメチコノール（ジヒドロキシポリジメチルシロキサン）、ポリエーテル変性シ
リコーン、アミノ変性シリコーン、カチオン変性シリコーン、ベタイン変性シリコーン等
を挙げることができる。これらのシリコーン類は可溶化、乳化、分散した状態で用いられ
る。
【００２６】
　かかる（ｃ）成分のシリコーン類のうち、一般式（１）で表わされる高重合メチルポリ
シロキサン（式中のｎは１，０００以上の整数）が好ましい。
【００２７】
　本発明の毛髪化粧料組成物において、（ｃ）成分のシリコーン類は、組成物全量に対し
、０．１～３０％、好ましくは０．３～５％の範囲で選ばれる。０．１％未満では、すす
ぎ流し後の充分な防臭効果が得られず、また、３０％を超えると、ベタつき等の感触の低
下が起こる可能性がある。
【００２８】
（その他の成分）
　本発明の毛髪化粧料組成物には、上記有効成分に加えて、目的に応じて本発明の効果を
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剤、両性界面活性剤、半極性界面活性剤、高分子類、多価アルコール、高級アルコール、
（ｃ）成分以外のシリコーン類、低級アルコール、長鎖脂肪酸、エステル油、増粘剤、香
料、紫外線吸収剤、微粒子粉末、植物抽出物、タンパク質およびその誘導体、アミノ酸、
防腐剤、着色剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、キレート剤、精製水などを配合することがで
きる。
【００２９】
　本発明の毛髪化粧料組成物に香料を配合する場合、使用される香料は、特開２００３－
９５８９５号公報に記載されている香料、香料組成物に準じ、香料組成物を配合する場合
、毛髪化粧料組成物全量に対して香料組成物が０．００００１～５０質量％となるように
配合すると好適であり、より好ましくは０．０００１～３０質量％配合される。
【００３０】
　本発明のリンスオフタイプの毛髪化粧料組成物から調製される実際的な剤形としては、
シャンプー、リンス、洗い流すトリートメント、洗い流して使用するローション剤等の毛
髪処理剤が挙げられる。
【実施例】
【００３１】
　以下、実施例、参考例および比較例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明
は下記実施例に制限されるものではない。
　なお、実施例、参考例および比較例に示した成分の配合量は、組成物全体に対する質量
％である。ｐＨ調整は２５℃で行った。また、表中の「適量」とは、ｐＨを目標値（設定
値）に合わせるために必要な量を意味する。実施例、参考例および比較例には、成分純分
相当量（ＡＩ）を記載した。
【００３２】
（実施例１～３、参考例１～３、および比較例１～４）
　下表１および２に示す配合組成にしたがってシャンプー組成物を調製した。各実施例、
参考例および比較例の各組成物試料は、室温で各成分を攪拌混合することにより、調製し
た。なお、以下の実施例、参考例および比較例に使用した原料については、後述の（表４
）～（表７）に一覧表記した。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
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【表２】

【００３５】
　上記各実施例１～３、参考例１～３、および比較例１～４の各シャンプー組成物（毛髪
化粧料組成物）の防臭効果を、下記方法により、評価した。
【００３６】
（防臭評価方法）
　長さ１０ｃｍ、質量１ｇの毛束を１０倍量の下記（組成１）で示したモデルカラーリン
グ溶液中に室温で３０分間浸漬した。その後、水道水で十分に洗浄し、乾燥したものを評
価用毛束とした。
【００３７】

【００３８】
　上記評価用毛束を水道水で濡らした後、前記実施例１～３、参考例１～３、および比較
例１～４の各試料組成物（シャンプー組成物）を０．１ｇ塗布し、指で毛束全体になじま
せ、５分後に水道水で３０秒間すすいだ後、自然乾燥し処理毛束とした。なお、各シャン
プー組成物は調製後２５℃で２ヶ月保存したものを用いた。
【００３９】
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　内容積３８Ｌのアクリルボックスの底に５％アンモニア水が１０ｍＬ入ったシャーレを
置き、上記各処理毛束をボックス中に吊るし、密閉した状態で２５℃の恒温室中で３０分
間および４時間放置した。その後、毛束をアクリルボックスから取り出し、恒温室中に１
０分間放置した。その後、評価者１０名が速やかに毛束の臭いを嗅いでアンモニア臭の有
無を評価した。
【００４０】
　上記評価は、以下の基準に従って４段階で判定した（++～＋が良好であると判断した。
）。各実施例１～３、参考例１～３、および比較例１～４のシャンプー組成物に対する評
価結果を、前記表１および表２に併記した。
++　：アンモニア臭を感じた評価者の人数が１名以下の場合
＋　：アンモニア臭を感じた評価者の人数が２～３名の場合
±　：アンモニア臭を感じた評価者の人数が４～７名の場合
－　：アンモニア臭を感じた評価者の人数が８名以上の場合
【００４１】
　表１および表２から明らかなように、実施例１～３のシャンプー組成物（本発明の防臭
組成物）は良好な防臭効果を発揮することが確認された。
【００４２】
（実施例４）
　下記配合組成からなるヘアリンス組成物を調製した。

【００４３】
（実施例４のヘアリンス組成物の調製法）
　上記（Ｉ）成分を７０℃に加温し良く攪拌した状態で、同じく７０℃に加温した（II）
の混合溶液を攪拌しながら添加した。この混合溶液を攪拌しながら４５℃まで冷却し、(I
II)成分を添加し、ヘアリンス剤とした。この組成物の乳化平均粒子径は３μｍで、２５
℃での粘度はＢＭ型粘度計（４号ローター、３０ｒｐｍ）で測定した結果、３．０Ｐａ・
ｓであった。
【００４４】
（実施例５）
　下記組成からなる洗い流すヘアトリートメント組成物を調製した。
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【００４５】
（実施例５のヘアトリートメント組成物の調製法）
　上記（Ｉ）成分を８０℃に加温し良く攪拌した状態で、同じく８０℃に加温した（II）
の混合溶液を攪拌しながら添加した。この混合溶液を攪拌しながら４５℃まで冷却し、(I
II)成分を添加し、ヘアリンス剤とした。この組成物の乳化平均粒子径は３μｍで、２５
℃での粘度はＢＭ型粘度計（４号ローター，３０ｒｐｍ）で測定した結果、６．５Ｐａ・
ｓであった。
【００４６】
（参考例４）
　下記組成からなるシャンプー組成物を調製した。
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【００４７】
（参考例４のシャンプー組成物の調製法）
　上記ジステアリン酸エチレングリコールとPOEラウリルエーテル硫酸ナトリウムとPOE硬
化ヒマシ油を８０℃で混合溶解し、これを６０℃の精製水中に攪拌しながら添加した。こ
れを４０℃まで冷却した後、残りの成分を攪拌混合し、シャンプー組成物を調製した。
【００４８】
（参考例５）
　下記組成からなるシャンプー組成物を調製した。

【００４９】
（参考例５のシャンプー組成物の調製法）
　上記各成分を攪拌混合し、シャンプー組成物を調製した。
【００５０】
（実施例６）
　下記組成からなるシャンプー組成物を調製した。
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【００５１】
（実施例６のシャンプー組成物の調製法）
　上記各成分を攪拌混合し、シャンプー組成物を調製した。
【００５２】
（参考例６）
　下記組成からなるヘアリンス剤を調製した。

【００５３】
（参考例６のヘアリンス剤の調製法）
　上記（Ｉ）成分を７０℃に加温し良く攪拌した状態で、同じく７０℃に加温した（II）
の混合溶液を攪拌しながら添加した。この混合溶液を攪拌しながら５０℃まで冷却し、(I
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II)成分を添加し、ヘアリンス剤とした。この組成物の乳化平均粒子径は３μｍで、２５
℃での粘度はＢＭ型粘度計（４号ローター、３０ｒｐｍ）で測定した結果、６Ｐａ・ｓで
あった。
【００５４】
　前記実施例４～６、参考例４～６の各毛髪化粧料組成物の防臭効果を、前記実施例１～
３、参考例１～３および比較例１～４に対して行った防臭評価方法と同様の方法にて、評
価した。その結果、表３に示すように実施例４～６の各毛髪化粧料組成物の防臭効果はい
ずれも良好であった。
【００５５】
【表３】

【００５６】
　上記各実施例、参考例および比較例で使用した原料一覧を下記（表４）～（表７）に示
す。
【００５７】
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【表４】

【００５８】
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【表５】

【００５９】
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【表６】

【００６０】
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【表７】

【産業上の利用可能性】
【００６１】
　以上のように、本発明にかかる毛髪化粧料組成物は、毛髪の防臭効果を必要とする各種
剤形の毛髪化粧料に有用であり、特に、リンスオフタイプの各種毛髪化粧料に好適に用い
ることができる。
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